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CAPスペシャリストの資格一元化とグループのCAPスペシャリスト活動状況報告について 

 

NPO法人CAPセンター・JAPAN事務局 

 

 

［１］CAPスペシャリスト登録制度（資格一元化）の目的 

１ これまでのさまざまな養成過程を経て養成されたCAPスペシャリストの資格の一元化を行うこと

で、CAPスペシャリストが活動しやすくなるように活動環境を整えます。 

２ 全国でCAPセンター・JAPANの正会員CAPグループが同じプログラムを提供しようとする姿勢を

社会にむけて示すため、今後導入される資格更新制度の準備を目的として行なわれます。 

３ CAPスペシャリスト登録制度によって把握したCAPスペシャリストの活動状況をRTCとして把握

しICAPに報告いたします。（2009年1月のICAP来日以降明確になったICAPの方針に基づいて行

うものです） 

 

［２］CAPスペシャリスト登録制度（資格一元化）の手続きについて 

１ 今回 CAPスペシャリスト登録を行うことになる資格 
 NPO法人 CAPセンター・JAPANの正会員グループで「合意文書」（MOU）を交わしたグループに所属

する以下の養成課程を経て養成されたすべてのCAPスペシャリストが対象となります。この手続きによ

って以下のA～Dの資格の方は所属グループ名の入った「CAPスペシャリスト活動認定証」を持ち、資格

が一元化されることになります。 

A グループ主催の「グループ内CAPスペシャリスト養成講座」修了者 

B CAPセンター・JAPAN主催の「CAPスペシャリスト養成講座」修了者 

C 地域グループ主催の森田ゆりさんによる養成講座修了者 

D 2000年以前に地域グループがスタッフとして養成したCAP活動実践者 

 
２ 「CAPスペシャリスト登録制度」の導入と資格一元化の完了について 
これまでの様々な養成過程を経て現在活動しているすべての子どもへの暴力防止の専門家である

CAPスペシャリストは、NPO法人CAPセンター・JAPANの正会員かつ、合意文書を交わしたグループに

所属申請をすることで、CAPセンター・JAPANに「CAPスペシャリスト活動登録」をすることになりま

す。これによって、「CAPスペシャリスト活動認定証」が発行され、活動を行う際には所持することに

なります。この登録手続きの完了（「CAPスペシャリスト活動認定証」の発行）によって、資格一元化

が完了します。 

ICAPからはグループに所属するCAPスペシャリストとCAPグループの間で、活動を行うにあたって

は合意文書（MOU）を交わすように指示されています。そこで、「CAPスペシャリスト活動登録」の更

新時までに各グループにおいてご準備いただき、活動に関する合意・確認を行った活動登録を行って

いただくことになります。（2010年度に入ってから参考にしていただくためのサンプルをお送りする

予定です。） 
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３ CAPスペシャリスト登録制度の実施時期 

  12月からCAPスペシャリスト登録制度の手続きを行うことになります。2010年4月には「CAPスペ

シャリスト活動認定証」を期限付きで発行できるよう準備を進めてまいります。それまでは「CAPス

ペシャリスト活動登録申請料受領書」が「CAPスペシャリスト活動認定証」に代わるものとなります。 

ICAPからは 11月の来日時に CAPスペシャリストとして活動し続けるため、3年毎の「トークタイ

ム研修」を必須としているとの情報を得ており、これを参考にトレーニング委員会で更新について決

定いたします。資格更新の手続きは1回目の資格更新が行われる年度の4月に行います。また、新た

に活動をはじめるCAPスペシャリスト資格取得者（CAPスペシャリスト養成講座修了者）については、

CAPグループに所属したときに、随時この手続きを行うこととします。更新については、手続きを行

った月に関わらず、年度毎の４月とします。 

また、グループで活動するCAPスペシャリストが活動をやめた場合、あるいはグループを異動した

場合は、所属していたグループから「変更届」を出していただき、グループ名の入った「CAPスペシ

ャリスト活動認定証」を返却していただきます。異動先のグループにおいて改めて手続きをしていた

だき、新たにグループ名の入った「CAPスペシャリスト活動認定証」をお送りすることになります。 

 

※グループのみなさんに事務作業を何度もしていただくことのないようにするため、グループ

とセンターの間で様々な事務手続きが行われる時期に併せて手続きを行います。 

これまでのご提出いただいていた「グループ名簿」の名称・内容・形式の見直しを行い、「グ

ループ現況報告書」として毎年4月にご提出いただきます。この報告書により、行政や一般の

方からのお問い合わせに対して的確に対応することが可能となり、この時点での報告をグルー

プの活動状況としてICAPへ報告することといたします。 

 

４ CAPスペシャリスト登録制度の具体的な手続き 

●NPO法人CAPセンター・JAPANの正会員でかつ合意文書を交わしたグループに所属するCAPスペ

シャリストの場合 

① CAPスペシャリスト登録制度の事務手続きはまず CAPスペシャリストのグループへの所属申

請（「グループ所属申請書」の提出）から始まります。 

② その後、グループが一括して申請する「CAPスペシャリスト活動登録申請書」とあわせて、

①で提出された「グループ所属申請書」のコピー（原本はグループで保管）をCAPセンター・

JAPANに郵送で提出します。その際、CCJとグループの間で交わした合意事項でグループ活動

責任者となった方に署名の上提出していただきます。 

 

〈今回の手続きでグループがCAPセンター・JAPANに提出する書類〉 

Ａ 「CAPスペシャリスト活動登録申請書」 

グループが一括して所属しているCAPスペシャリストの活動登録を申請する書類。 

Ｂ 「グループ所属申請書」のコピー（原本はグループで保管） 

CAPスペシャリストがグループに所属することを申請する書類。 
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③「CAPスペシャリスト活動登録申請書」を提出後、直ちに申請料（一人500円・事務手数料）

を人数分、グループで一括してお振込みください。 

④事務手続きを完了したあと、CAPスペシャリスト個人に対しての「申請料受領証」をグループ

にまとめて発送いたします。 

 

＊2010年度4月までは、この申請料受領書が「CAPスペシャリスト活動登録を行っていること（資

格一元化の完了）」を示すものとなります。2010年度4月からは有効期限を記した活動資格を表

す「CAPスペシャリスト活動認定証」が発行され、所持して活動することとなります。 

 

※資格更新制度の内容や期間についてはトレーニング委員会で検討されます。 

   今回のCAPスペシャリスト活動登録の流れ      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この場合資格取得証明は必要ありません。 

 

●グループに所属していないが活動会員なっているCAPスペシャリストの場合 

今回の手続きの後行う予定の活動会員でグループに所属していないCAPスペシャリストの場合に

関しては、まずセンターからグループに所属することをお勧めします。グループに所属しない場合

は、センターの活動会員に入会、あるいは継続し、「CAPセンター・JAPANに所属する」ことを前提

として「CAPスペシャリスト資格取得証明書」を発行します。この証明書を持つ方は活動する CAP

スペシャリストと同様の研修の受講資格を持つこととし、CAPグループに所属し活動する際にスム

ーズに活動できるよう、情報提供なども行っていきます。CAPグループに所属して活動を始める際

は、この「CAPスペシャリスト資格取得証明書」をグループに提示し、「CAPスペシャリスト登録制

度」の手続きを行うことになります。 

 

※「CAPスペシャリスト資格取得証明書」の発行にあたっては、「資格取得証明」（CAPスペシャ
リスト養成講座を修了していることを証明するもの。「修了を証明するもの」がない場合は個
別対応。）の提出が必要となります。確認後、所定の手続きに入ることになります。  

      

 

①各ＣＡＰスペシ

ャリストが「グル

ープ所属申請書」

を提出 
 

２０１０年度か

らは、期限入り

の「ＣＡＰスペ

シャリスト活動

認定証」を所持

して活動（２０

１０年度４月に

送付） 

④事務手続き 

手続き完了後 

「申請料受領

書」をグループ

に送付 

 

②申請  グループが一括し

て提出する「ＣＡＰスペシャ

リスト活動登録申請書」と各

ＣＡＰスペシャリストが提出

した「グループ所属申請書」

のコピーをＣＡＰセンター・

ＪＡＰＡＮ事務所に送付。（原

本はグループで保管） 

③申請料 グループが一括し

て振込み（一人につき５００

円の登録料） 
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【図】今回行われるCAPスペシャリスト登録制度の手続き(A、B、C、Dは文中の表記と対応しています) 
 

NPO法人CAPセンター・JAPANの正会員で合意事項を交わしたグループに所属するCAPスペシャ

リストはすべて以下の手続きを行います。 

A           B          C           D 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ主催の

「 グ ルー プ 内

CAP スペシャリ

スト養成講座」修

了者 

2000 年以前に地

域グループがス

タッフとして養

成した CAP活動

実践者 

CAP センター・

JAPAN 主催の

「CAP スペシャ

リスト養成講座」

修了者 

正会員グループでかつＭＯＵを交わしたグループに所属 

① グループへの「グループ所属申請書」を提出 
「資格取得証明」は必要ありません。 
② グループは所属するＣＡＰスペシャリストの「ＣＡＰ

スペシャリスト活動登録申請書」と各ＣＡＰスペシャリス

トが提出した「グループ所属申請書」のコピーをＣＡＰセ

ンター・ＪＡＰＡＮ事務所に送付。（原本はグループが保

管）グループからの申請の際には、CCJとグループが交わ

した合意事項において「CAP活動責任者」となった方に署

名の上提出していただきます。 

‐提出する申請書‐ 
① ＣＡＰスペシャリストが提出する「グループ所属申請書」

のコピー 

② グループが記入して提出する「ＣＡＰスペシャリスト登録

申請書」 

提出期限；2009年12月末まで  
 

②申請料をグループで一括して振り込む  

申請料 一人につき500円（事務手数料） 
 
③事務手続き 
 
④申請料受領証の発送  

グループに一括して申請料受領証を発送します。 
 

 ※2010年 4月からは期限入りの「ＣＡＰスペシャリスト活動
認定証」を所持して活動することとし、その発行まではこの

「申請料受領証」がＣＡＰスペシャリスト活動登録（資格一

元化）を示すものとなる。 
 

センターに所属 

左記の方を対象とした

手続きの後、 

活動会員にすでになっ

ているＣＡＰスペシャ

リストに対して手続き

を行う。 

グループに所属しない

場合は、センターに活動

会員として入会、あるい

は継続し、センターに所

属することを条件とす

る。 

① 「資格取得証明」 

を添えて、活動会員継続

の手続きを行う 

② 事務局が確認作業 

③ 確認後、「資格取得証

明書」を申請 

④ 申請料（500円）と

活動会員会費を振り

込む 

⑤ 事務手続き 

⑥ 申請料受領証の発送 

※ 2010年4月からは
「ＣＡＰスペシャ
リスト資格取得証
明書」を発行する。 

ＣＡＰスペシャリスト登録（資格一元化）完了 

資
格
一
元
化
手
続
き 

地域グループ主

催の森田ゆりさ

んによる養成講

座修了者 
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